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�愛媛県告示第５２２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定に

より、次のとおり伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合の共同処理す

る事務の変更及び同組合の規約の変更を許可した。

令和４年５月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更事項

� 事務の変更事項

指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護の事業の廃止

� 規約の変更事項

上記の事務の変更事項に係る規定の変更

２ 変更年月日

� 事務の変更年月日

令和４年５月１日

� 規約の変更年月日

令和４年５月１日

３ 変更許可年月日

令和４年４月２６日
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�愛媛県告示第５２３号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１６条第５項の規定に基づき、

くろまぐろ（大型魚）に関する令和４管理年度における知事管理漁

獲可能量（令和４年３月愛媛県告示第３３６号）を次のとおり変更し

た。

令和４年５月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５２４号
漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条第１項

の規定による同意を求めるための事前届出があったので、同政令第５条第３項の規定により、１のとおり公示し、及び２のとおり指定漁船

調書を縦覧に供する。

令和４年５月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出事項

（南予地方局農林水産振興部八幡浜支局水産課管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

西宇和郡伊方町二見乙７８４番地

上 田 光 寛

西宇和郡伊方町二見甲３１２２番地

山 下 金 善

西宇和郡伊方町二見甲３０４８番地

古 田 睦
町 見 八幡浜漁業協同組合

２ 指定漁船調書の縦覧

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 一部事務組合を組織する地方公共団体の数の増減、一部事務組合の共同処理する事務の変更及び一部事務組合の規約の変更の許可…（市町振興課）…４５６

○ くろまぐろ（大型魚）に関する令和４管理年度における知事管理漁獲可能量の変更………………………………………………………………（水産課）…４５６

○ 義務付保の同意を求めるための事前届出及び指定漁船調書の縦覧……………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４５６

○ 公有水面埋立工事のしゅん功認可……………………………………………………………………………………………………………………（港湾海岸課）…４５７

○ 住宅確保要配慮者居住支援法人の指定………………………………………………………………………………………………………………（建築住宅課）…４５７

○ 指定居宅サービス事業者の指定…………………………………………………………………………………………………………（東予地方局地域福祉課）…４５７

○ 指定介護予防サービス事業者の指定……………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４５８

○ 指定居宅サービス事業の廃止……………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４５８

○ 土地改良区役員の就退任の届出…………………………………………………………………………………………………………（南予地方局農村整備課）…４５８

公安委員会規則

○ 愛媛県道路交通規則等の一部を改正する規則……………………………………………………………………………………………（警察本部運転免許課）…４５８

○ 運転技能検査等の実施に関する規則………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４７２

知事管理区分
知事管理漁獲可能量

変更前 変更後

愛媛県くろまぐろ（大型魚）漁業 ５．０トン ６．０トン

毎週（火・金）曜日発行 第３０５号 令和４年５月１０日

令和４年５月１０日火曜日 第３０５号
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�愛媛県告示第５２５号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、伊方町役場において告

示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができる。

令和４年５月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

伊方町

愛媛県西宇和郡伊方町湊浦１９９３番地１

代表者 伊方町長 高門 清彦

愛媛県西宇和郡伊方町川永田甲２０３番地

２ 埋立区域

� 位置

西宇和郡伊方町塩成字中網代３８０番２、３８１番１、３８５番１、

３８６番１、３８６番２、乙４５１番２、乙４５５番１に接する町道の地先

公有水面

� 区域

次の１点から２２点までを順次直線で結んだ線、１点と２２点を

結ぶ平成３０年の秋分の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋２．４０メートル）の陸

と公有水面との接する線により囲まれた区域

基点（国土地理院「塩成」四等三角点、西宇和郡伊方町塩成

竹之内乙５１９番）は、北緯３３度２６分４４．４６３３秒、東経１３２度１４分

４７．７５９７秒の地点

１点は、基点から真北１２４度５８分４２秒、９０７．９０メートルの地

点

２点は、１点から真北２１８度２０分１６秒、３２．７４メートルの地点

３点は、２点から真北２１５度５２分１４秒、２．５０メートルの地点

４点は、３点から真北２１０度５８分３２秒、２．５０メートルの地点

５点は、４点から真北２０６度０８分０４秒、２．５０メートルの地点

６点は、５点から真北２０１度１４分５３秒、２．５０メートルの地点

７点は、６点から真北１９６度２２分３６秒、２．５０メートルの地点

８点は、７点から真北１９１度２８分０２秒、２．５０メートルの地点

９点は、８点から真北１８６度４１分０４秒、２．５０メートルの地点

１０点は、９点から真北１８１度５５分３４秒、２．５０メートルの地点

１１点は、１０点から真北１７６度４８分４９秒、２．５０メートルの地点

１２点は、１１点から真北１７１度５９分４７秒、２．５０メートルの地点

１３点は、１２点から真北１６７度０７分５１秒、２．５０メートルの地点

１４点は、１３点から真北１６２度０４分４７秒、２．５０メートルの地点

１５点は、１４点から真北１５７度０４分３１秒、２．５０メートルの地点

１６点は、１５点から真北１５２度１０分２７秒、２．５０メートルの地点

１７点は、１６点から真北１４７度１８分５２秒、２．５０メートルの地点

１８点は、１７点から真北１４２度５８分１１秒、１．９３メートルの地点

１９点は、１８点から真北１４０度４３分２７秒、８．００メートルの地点

２０点は、１９点から真北１４２度０２分０４秒、２．４９メートルの地点

２１点は、２０点から真北１４５度１７分４３秒、２．５２メートルの地点

２２点は、２１点から真北１４６度５９分２１秒、１．１０メートルの地点

� 面積

２８４．４５平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

令和２年７月３日 愛媛県指令２港第１４７号

４ しゅん功認可年月日

令和４年５月１０日
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�愛媛県告示第５２６号
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

（平成１９年法律第１１２号）第４０条の規定により、次のとおり住宅確

保要配慮者居住支援法人を指定した。

令和４年５月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 名称及び住所

ＮＰＯ法人リブラ

愛媛県松山市余戸南四丁目１０番３８号

２ 支援業務を行う事務所の所在地

愛媛県松山市余戸南四丁目１０番３８号

３ 指定年月日

令和４年４月２６日

� 縦覧期間

令和４年５月１０日から２４日まで

� 縦覧場所

南予地方局農林水産振興部八幡浜支局水産課

�愛媛県告示第５２７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

令和４年５月１０日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社М＆Ｓ 訪問看護ステーション にじいろ 愛媛県西条市小松町新屋敷甲５１８番地
４ 令和４年３月１日 訪問看護

合同会社あんず ヘルパーステーション あんず 愛媛県新居浜市郷一丁目１番３５号 令和４年３月１日 訪問介護
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公安委員会規則
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�愛媛県告示第５３０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

大洲市土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があった。

令和４年５月１０日

愛媛県南予地方局長 赤 坂 克 洋

退 任

�愛媛県告示第５２８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

令和４年５月１０日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

�愛媛県告示第５２９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

令和４年５月１０日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

�愛媛県公安委員会規則第５号
愛媛県道路交通規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

令和４年５月１０日

愛媛県公安委員会委員長 五 葉 明 徳

愛媛県道路交通規則等の一部を改正する規則

（愛媛県道路交通規則の一部改正）

第１条 愛媛県道路交通規則（昭和４７年愛媛県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社М＆Ｓ 訪問看護ステーション にじいろ 愛媛県西条市小松町新屋敷甲５１８番地
４ 令和４年３月１日 介護予防訪問看護

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

特定非営利活動法人倫理生活指導セン
ター 倫理生活指導センター四国中央 愛媛県四国中央市寒川町７３８番地の１ 令和４年３月３１日 訪問介護

株式会社悠遊社 新町デイサービスセンター 愛媛県四国中央市三島中央三丁目１１番
３３号 令和４年３月３１日 通所介護

社会福祉法人 藤寿会 指定通所介護事業所 デイサービスセ
ンター 福寿苑 愛媛県今治市玉川町畑寺甲１５番地１ 令和４年３月３１日 通所介護

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 胸 福 壽 男 大洲市柳沢甲１０４５番地

改 正 後 改 正 前

（公安委員会にする申請等）

第１条 道 路 交 通 法（昭 和３５年 法 律 第１０５号。以 下「法」と い

う。）、道路交通法施行令（昭和３５年政令第２７０号。以下「令」

という。）、道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号。以

下「施行規則」という。）及びこの規則の規定により愛媛県公安

委員会（以下「公安委員会」という。）に申請、届出その他の手

続をしようとする者は、次に掲げるもの及び別に定めがあるもの

を除き、その者の住所地を管轄する警察署又は新居浜市のうち別

子山に住所地を有する者は新居浜警察署、今治市のうち宮窪町四

阪島に住所地を有する者は伯方警察署、新居浜市のうち県道壬生

（公安委員会にする申請）

第１条 道 路 交 通 法（昭 和３５年 法 律 第１０５号。以 下「法」と い

う。）、道路交通法施行令（昭和３５年政令第２７０号。以下「令」

という。）、道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号。以

下「施行規則」という。）及びこの規則の規定により愛媛県公安

委員会（以下「公安委員会」という。）に申請、届出その他の手

続をしようとする者は、次に掲げるもの及び別に定めがあるもの

を除き、その者の住所地を管轄する警察署又は新居浜市のうち別

子山に住所地を有する者は新居浜警察署、今治市のうち宮窪町四

阪島に住所地を有する者は伯方警察署、新居浜市のうち県道壬生
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川新居浜野田線以北で岩鍋川左岸以西の地区に住所地を有する者

は新居浜警察署若しくは西条市河原津のうち東予集団施設地区に

住所地を有する者は西条西警察署（以下「その者の住所地等を管

轄する警察署」という。）（法第９４条第２項に規定する免許証の

再交付の申請については、その者の住所地等を管轄する警察署

（松山東警察署、松山西警察署、松山南警察署及び伊予警察署

（以下「松山東警察署等」という。）を除く。）、新居浜警察

署、今治警察署、八幡浜警察署又は宇和島警察署）を経由するこ

とができる。ただし、法第８９条第１項に規定する免許の申請（法

第９７条の２第１項又は第３項の規定により法第９７条第１項第２号

及び第３号に規定する運転免許試験が免除されるものに限る。）

及び質問票の提出、法第９１条の２に規定する免許の条件の付与等

の申請、法第９４条第２項に規定する免許証の再交付の申請、法第

１０１条第１項に規定する免許証の更新申請書及び質問票の提出、

法第１０１条の２第１項に規定する更新期間前における免許証の更

新の申請及び質問票の提出、法第１０４条の４第１項に規定する免

許の取消しの申請、同条第５項に規定する運転経歴証明書の交付

申請、法第１０７条第１項に規定する免許証の返納、施行規則第１８

条の５に規定する限定解除審査の申請、施行規則第２９条の２の４

及び第３７条の２に規定する報告書の提出、施行規則第３０条の１２第

１項に規定する運転経歴証明書の記載事項の変更の届出、施行規

則第３０条の１３第１項に規定する運転経歴証明書の再交付の申請並

びに施行規則第３０条の１４に規定する運転経歴証明書の返納にあっ

ては、喜多郡内子町に住所地を有する者は大洲警察署内子交番

を、西予市野村町又は同市城川町に住所地を有する者は西予警察

署野村交番を、北宇和郡松野町又は同郡鬼北町に住所地を有する

者は宇和島警察署鬼北交番を経由することができる。

� 省略

� 法第９１条の２に規定する免許の条件の付与等の申請（松山東

警察署等の管轄区域に住所地を有する者に限る。）

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 運転免許取得者等教育の認定に関する規則（平成１２年国家公

安委員会規則第４号）第５条第１項の規定による運転免許取得

者等教育の認定申請

� 運転免許取得者等検査の認定に関する規則（令和４年国家公

安委員会規則第８号）第６条第１項の規定による運転免許取得

者等検査の認定申請

� 省略

� 省略

２～４ 省略

（緊急自動車の運転資格の審査申請）

川新居浜野田線以北で岩鍋川左岸以西の地区に住所地を有する者

は新居浜警察署若しくは西条市河原津のうち東予集団施設地区に

住所地を有する者は西条西警察署（以下「その者の住所地等を管

轄する警察署」という。）（法第９４条第２項に規定する免許証の

再交付の申請については、その者の住所地等を管轄する警察署

（松山東警察署、松山西警察署、松山南警察署及び伊予警察署

（以下「松山東警察署等」という。）を除く。）、新居浜警察

署、今治警察署、八幡浜警察署又は宇和島警察署）を経由するこ

とができる。ただし、法第８９条第１項に規定する免許の申請（法

第９７条の２第１項又は第３項の規定により法第９７条第１項第２号

及び第３号に規定する運転免許試験が免除されるものに限る。）

及び質問票の提出

、法第９４条第２項に規定する免許証の再交付の申請、法第

１０１条第１項に規定する免許証の更新申請書及び質問票の提出、

法第１０１条の２第１項に規定する更新期間前における免許証の更

新の申請及び質問票の提出、法第１０４条の４第１項に規定する免

許の取消しの申請、同条第５項に規定する運転経歴証明書の交付

申請、法第１０７条第１項に規定する免許証の返納、施行規則第１８

条の５に規定する限定解除審査の申請、施行規則第２９条の２の３

及び第３７条の２に規定する報告書の提出、施行規則第３０条の１２第

１項に規定する運転経歴証明書の記載事項の変更の届出、施行規

則第３０条の１３第１項に規定する運転経歴証明書の再交付の申請並

びに施行規則第３０条の１４に規定する運転経歴証明書の返納にあっ

ては、喜多郡内子町に住所地を有する者は大洲警察署内子交番

を、西予市野村町又は同市城川町に住所地を有する者は西予警察

署野村交番を、北宇和郡松野町又は同郡鬼北町に住所地を有する

者は宇和島警察署鬼北交番を経由することができる。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 運転免許取得者教育の認定に関する規則 （平成１２年国家公

安委員会規則第４号）第５条第１項の規定による運転免許取得

者教育 の認定申請

� 省略

� 省略

２～４ 省略

（緊急自動車の運転資格の審査申請）



愛 媛 県 報令和４年５月１０日 第３０５号

４６０

（愛媛県公安委員会公印規程の一部改正）

第２条 愛媛県公安委員会公印規程（昭和３６年愛媛県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

第７条の３ 令第３２条の２第１項第２号、第２項第２号若しくは第

３項、第３２条の３の２第２項又は第３２条の５第１項若しくは第２

項に規定する審査を受けようとする者は、緊急自動車運転資格審

査申請書（別記様式第９号の２）を公安委員会に提出しなければ

ならない。

別記様式第９号の２（第７条の３関係）

第７条の３ 令第３２条の３

、第３２条の３の２第２項又は第３２条の５第１項若しくは第２

項に規定する審査を受けようとする者は、緊急自動車運転資格審

査申請書（別記様式第９号の２）を公安委員会に提出しなければ

ならない。

別記様式第９号の２（第７条の３関係）

省略 省略

審査に係る緊急

自 動 車 の 種 類

大型 中型 準中型 普通 大自二 普自

二（限定なし・小型）

審査に係る緊急

自 動 車 の 種 類

中型 準中型 普通 大自二 普自

二（限定なし・小型）

省略 省略

注 省略

別記様式第２２号の３（第２４条の４関係）

１・２ 省略

３ 更新手続の際に持参する物

�～� 省略

� その他持参する物

ア～ウ 省略

エ 更新期間が満了する日における年齢が７５歳以上の方（更

新期間が満了する日の前６月以内に診断書を提出した方又

は認知機能検査等を受ける必要がない方を除く。）は、認

知機能検査結果通知書又は認定認知機能検査結果通知書

オ 更新期間が満了する日における年齢が７５歳以上の方で、

普通自動車等を運転することが道路における交通の危険を

生じさせるおそれがある者として運転技能検査の基準に該

当する方は、運転技能検査受検結果証明書又は認定運転技

能検査受検結果証明書

カ 省略

キ 省略

ク 省略

４・５ 省略

注 省略

別記様式第２２号の３（第２４条の４関係）

１・２ 省略

３ 更新手続の際に持参する物

�～� 省略

� その他持参する物

ア～ウ 省略

エ 省略

オ 省略

カ 省略

４・５ 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係）

１ 愛媛県公安委員会印

別表（第２条関係）

１ 愛媛県公安委員会印

項 ひな形
書

体

寸法

（ミリメー

トル）
管理責任者 用途 項 ひな形

書

体

寸法

（ミリメー

トル）
管理責任者 用途

縦 横 縦 横

１ 省略 １ 省略

２

て

ん

書

２３ ２３

交通企画

課長

交通指導

課長

交通規制

課長

運転免許

課長

警察署長

１～９ 省略

１０ 運転免許

管理事務用

１１ 運転免許

試験事務用

１２ 省略

２

て

ん

書

２３ ２３

交通企画

課長

交通指導

課長

交通規制

課長

運転免許

課長

警察署長

１～９ 省略

１０ 高齢者講

習終了証明

書の作成用

１１ 省略



愛 媛 県 報令和４年５月１０日 第３０５号

４６１

（高齢者講習に関する規則の一部改正）

第３条 高齢者講習に関する規則（平成１０年愛媛県公安委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

３

て

ん

書

２０ ２０

運転免許

課長

１ 運転免許

管理事務用

２ 運転免許

試験事務用

３ 省略 ４ 省略

４ 省略 ５ 省略

５ 省略 ６ 省略

６ 省略 ７ 省略

７ 省略 ８ 省略

８ 省略 ９ 省略

９ 省略 １０ 省略

注１ 運転免許管理事務用の具体的な用途は、申請による運転

免許取消通知、取消処分者講習、停止処分者講習、大型車

講習、中型車講習、準中型車講習、普通車講習、二輪車講

習、応急救護処置講習、応急救護処置指導者養成講習、原

付講習、旅客車講習、初心運転者講習、違反者講習、若年

運転者講習、高齢者講習、特定任意講習、認知機能検査員

講習及び指定講習機関制度の事務とする。

２ 運転免許試験事務用の具体的な用途は、検査合格証明、

適性検査、運転免許試験成績証明、再試験、臨時適性検

査、適性検査結果通知、指定自動車教習所制度、技能検定

員制度及び教習指導員制度の事務とする。

２ 省略

注１ 運転免許管理事務用の具体的な用途は、申請による運転

免許取消通知、取消処分者講習、停止処分者講習、大型車

講習、中型車講習、準中型車講習、普通車講習、二輪車講

習、応急救護処置講習、応急救護処置指導者養成講習、原

付講習、旅客車講習、初心運転者講習、違反者講習

、特定任意講習、認知機能検査員

講習及び指定講習機関制度の事務とする。

２ 運転免許試験事務用の具体的な用途は、検査合格証明、

適性検査、運転免許試験成績証明、再試験、臨時適性検査

及び適性検査結果通知

の事務とする。

２ 省略

改 正 後 改 正 前

高齢者講習等に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号。以下

「法」という。）第１０８条の２第１項第１２号に掲げる講習（以下

「高齢者講習」という。）及び運転免許取得者等教育の認定に関

する規則（平成１２年国家公安委員会規則第４号。以下「認定規

則」という。）第１条第３号に掲げる高齢者講習と同等の効果を

生じさせるために行うもの（以下「高齢者講習同等課程」とい

う。）（以下「高齢者講習等」という。）の実施に関し、必要な

事項を定めるものとする。

（高齢者講習等の実施）

第２条 法第１０８条の２第３項の規定により、道路交通法施行規則

（昭和３５年総理府令第６０号。以下「施行規則」という。）第３８条

の３の公安委員会が認める者（以下「受託者」という。）に高齢

者講習の実施を委託することができる。

２ 法第１０８条の３２の２第１項の認定を受けた者（以下「被認定

者」という。）は、高齢者講習同等課程を実施するものとする。

（実施計画の提出）

第３条 高齢者講習を実施しようとする受託者及び高齢者講習同等

課程を実施しようとする被認定者は、事前に実施計画を公安委員

会に提出するものとする。提出した内容に変更があった場合も、

同様とする。

高齢者講習に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号。以下

「法」という。）第１０８条の２第１項第１２号に掲げる講習（以下

「高齢者講習」という。）

の実施に関し、必要な

事項を定めるものとする。

（高齢者講習の委託）

第２条 法第１０８条の２第３項の規定により、高齢者講習の実施を

法第９９条第１項の指定自動車教習所（以下「自動車教習所」とい

う。）に委託する

。



愛 媛 県 報令和４年５月１０日 第３０５号

４６２

（高齢者講習の連絡事項）

第４条 法第１０１条の４第５項第１号の規定による高齢者講習に係

る事務の円滑な実施を図るため、高齢者講習に関する通知書に記

載することが必要な事項は、講習時間、携行品及び受講上の注意

事項とする。

（実施結果の報告）

第５条 高齢者講習を実施した受託者及び高齢者講習同等課程を実

施した被認定者は、速やかに実施結果を公安委員会に報告するも

のとする。報告した内容に変更があった場合も、同様とする。

（終了証明書の交付の申出等）

第６条 施行規則第３８条第１７項

の高齢者講習終了証明書（以下「高齢者講習終了証明書」と

いう。）の交付の申出は、高齢者講習等終了証明書交付申出書

（様式第１号）を、申出者が受講した高齢者講習を実施した受託

者の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会に提出して行

うものとする。

２ 前項の申出を受けた公安委員会は、申出者に対し、高齢者講習

終了証明書を交付するものとする。

３ 認定規則第８条第２号の運転免許取得者等教育（高齢者講習同

等）終了証明書（以下「高齢者講習同等課程終了証明書」とい

う。）の交付の申出は、高齢者講習等終了証明書交付申出書を、

申出者が受講した高齢者講習同等課程を実施した被認定者に提出

して行うものとする。

４ 前項の申出を受けた被認定者は、申出者に対し、高齢者講習同

等課程終了証明書を交付するものとする。

（終了証明書の再交付の申出）

第７条 高齢者講習終了証明書又は高齢者講習同等課程終了証明書

（以下「高齢者講習等終了証明書」という。）の交付を受けた者

は、高齢者講習等終了証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破

損し、高齢者講習等終了証明書の再交付を受けようとするとき

は、高齢者講習を受講したものにあっては公安委員会に、高齢者

講習同等課程を受講したものにあっては当該高齢者講習同等課程

を実施した被認定者に高齢者講習等終了証明書再交付申出書（様

式第２号）を提出して申し出なければならない。

２ 前項の規定による申出（高齢者講習終了証明書に係るものに限

る。）は、再交付の申出をしようとする者の住所地を管轄する警

察署を経由することができる。

（補則）

第８条 この規則に定めるもののほか、高齢者講習等の実施に関し

必要な事項は、愛媛県警察本部長が定める。

様式第１号（第６条関係）

（高齢者講習の連絡事項）

第３条 法第１０１条の４第３項 の規定による高齢者講習に係

る事務の円滑な実施を図るため、その他高齢者講習連絡書 に記

載することが必要な事項は、講習時間、携行品及び受講上の注意

事項とする。

（高齢者講習終了証明書の交付の申出）

第４条 道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号）第３８条第

１５項の高齢者講習終了証明書（以下「高齢者講習終了証明書」と

いう。）の交付の申出は、高齢者講習終了証明書交付申出書

（様式第１号）を高齢者講習を受講した自動車教習所

の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会に提出して行

うものとする。

（高齢者講習終了証明書の再交付）

第５条 高齢者講習終了証明書

の交付を受けた者

は、高齢者講習終了証明書 を亡失し、滅失し、汚損し、又は破

損し、高齢者講習終了証明書 の再交付を受けようとするとき

は、公安委員会に高齢者講習終了証明書再交付申出書

（様

式第２号）を提出して申し出なければならない。

２ 前項の申出は、高齢者講習終了証明書の

再交付の申出をしようとする者の住所地を管轄する警

察署を経由することができる。

（補則）

第６条 この規則に定めるもののほか、高齢者講習 の実施に関し

必要な事項は、愛媛県警察本部長が定める。

様式第１号（第４条関係）

高齢者講習等終了証明書交付申出書

省略

殿

高齢者講習終了証明書交付申出書

省略

愛媛県公安委員会 殿

省略 省略

受 講 年 月 日 講 習 年 月 日

受 講 場 所

受講した指定

自動車教習所

の 名 称

講 習 等 担 当

責 任 者 の

職 及 び 氏 名

講 習 担 当

責 任 者 の

職 及 び 氏 名
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（特定任意高齢者講習及びチャレンジ講習の実施に関する規則の一部改正）

第４条 特定任意高齢者講習及びチャレンジ講習の実施に関する規則（平成１４年愛媛県公安委員会規則第１２号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

注 受講場所欄及び講習等担当責任者の職及び氏名欄は、高齢

者講習同等課程を受講した場合には、記載を省略することが

できる。

様式第２号（第７条関係） 様式第２号（第５条関係）

高齢者講習等終了証明書再交付申出書

省略

殿

高齢者講習終了証明書再交付申出書

省略

愛媛県公安委員会 殿

省略 省略

受 講 年 月 日 講 習 年 月 日

受 講 場 所

受講した指定

自動車教習所

の 名 称

省略 省略

注 受講場所欄は、高齢者講習同等課程を受講した場合には、

記載を省略することができる。

改 正 後 改 正 前

特定任意高齢者講習の実施に関する規則

目次

第１章 総則（第１条・第２条）

第２章 特定任意高齢者講習（第３条―第９条）

第３章 雑則（第１０条・第１１条）

（趣旨）

第１条 この規則は、道路交通法施行令（昭和３５年政令第２７０号。

以下「政令」という。）第３７条の６の２第１号の規定に基づく講

習（以下「特定任意高齢者講習」という。）

の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

（講習の委託）

第２条 道 路 交 通 法（昭 和３５年 法 律 第１０５号。以 下「法」と い

う。）第１０８条の２第３項の規定により、道路交通法施行規則

（昭和３５年総理府令第６０号）第３８条の３の公安委員会が認める者

（以下「受託者」という。）に特定任意高齢者講習の実施を委託

する。

（実施計画の提出）

第３条 受託者は、特定任意高齢者講習を実施しようとするとき

は、事前に実施計画を公安委員会に提出するものとする。提出し

た内容に変更があった場合も、同様とする。

（講習科目）

特定任意高齢者講習及びチャレンジ講習の実施に関する規則

目次

第１章 総則（第１条―第３条）

第２章 特定任意高齢者講習（第４条―第９条）

第３章 チャレンジ講習（第１０条―第１２条）

第４章 雑則（第１３条・第１４条）

（趣旨）

第１条 この規則は、道路交通法施行令（昭和３５年政令第２７０号。

以下「政令」という。）第３７条の６の２第１号の規定に基づく講

習（以下「特定任意高齢者講習」という。）及びチャレンジ講習

の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この規則において「チャレンジ講習」とは、道路交通法

（昭和３５年法律第１０５号。以下「法」という。）第１０８条の２第２

項の規定に基づき、運転免許証の更新期間が満了する日における

年齢が７０歳以上の者を対象に行う講習で、加齢に伴って生ずる身

体の機能の低下が自動車及び原動機付自転車（以下「自動車等」

という。）の運転に及ぼす影響についての確認及びその結果に基

づく指導を行うものをいう。

（講習の委託）

第３条 法

第１０８条の２第３項の規定により特定任意高齢者講習及び

チャレンジ講習の実施を法第９９条第１項の指定自動車教習所（以

下「教習所」という。）に 委託

する。

（講習の種別及び科目）
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第４条 特定任意高齢者講習の講習科目（以下「講習科目」とい

う。）は、次のとおりとする。ただし、法第７１条の５第３項に規

定する普通自動車対応免許（以下「普通自動車対応免許」とい

う。）以外の運転免許のみを受ようとし、又は受けている者及び

政令第３４条の３第４項又は第３７条の６の３の基準に該当する者

（以下「運転技能検査等対象者」という。）の講習科目は、第１

号から第４号までとする。

� 道路交通の現状及び交通事故の実態

� 運転者の心構え

� 安全運転の知識

� 運転適性についての指導①

� 運転適性についての指導②

第４条 特定任意高齢者講習は、チャレンジ講習の結果、加齢に伴

って生ずる身体の機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼして

いないと公安委員会が認めた者に対して行う講習（以下「簡易講

習」という。）及びこれ以外の者に対して行う講習（以下「シニ

ア運転者講習」という。）に区分して行うものとする。

２ 簡易講習及びシニア運転者講習の講習科目は、次の表のとおり

とする。

種別 講習科目

簡易講習 １ 道路交通の現状及び交通事故の実態

２ 運転者の心構えと義務

３ 安全運転の知識

４ 運転適性についての指導

シニア運転者講習

（合 理 化 講 習）

（７５歳未満の者及

び道路交通法施行

規則（昭和３５年総

理府令第６０号）第

２９条の３第１項の

式により算出した

数値（以下「算出

数値」という。）

が７６以上であった

者に対するもの）

１ 道路交通の現状及び交通事故の実態

２ 運転者の心構えと義務

３ 安全運転の知識

４ 運転適性についての指導①

５ 運転適性についての指導②

シニア運転者講習

（高 度 化 講 習）

（算出数値が７６未

満であった者に対

するもの）

１ 道路交通の現状及び交通事故の実態

２ 運転者の心構えと義務

３ 安全運転の知識

４ 運転適性についての指導①

５ 運転適性についての指導②

６ 総合的な安全指導

（講習方法）

第５条 特定任意高齢者講習は、普通自動車、教本、運転適性検査

器材、視力検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うもの

とする。

（講習時間）

第６条 特定任意高齢者講習の講習時間（以下「講習時間」とい

う。）は、２時間 とする。ただし、普通自動車

対応免許以外の運転免許のみを受けようとし、又は受けている者

及び運転技能検査等対象者の講習時間は、１時間とする。

（特定任意高齢者講習の受講申請）

第７条 特定任意高齢者講習を受講しようとする者は、特定任意高

齢者講習受講申請書 （様式第１

号）を当該講習を実施しようとする受託者の所在地を管轄する警

察署を経由して公安委員会に提出するものとする。

（講習方法）

第５条 特定任意高齢者講習は、自動車 、教本、運転適性検査

器材、視力検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うもの

とする。

（講習時間）

第６条 特定任意高齢者講習の講習時間

は、次の各号に掲げるとおりとする。

� シニア運転者講習（合理化講習） ２時間

� シニア運転者講習（高度化講習） ３時間

� 簡易講習 １時間

（簡易講習の受講）

第７条 運転免許に係る講習等に関する規則（平成６年国家公安委

員会規則第４号。以下「講習に関する規則」という。）第２条第

１項のチャレンジ講習受講結果確認書（以下「確認書」とい

う。）の交付を受けた者は、簡易講習を受講することができる。

（特定任意高齢者講習の受講申請）

第８条 特定任意高齢者講習を受講しようとする者は、特定任意高

齢者講習（シニア運転者講習・簡易講習）受講申請書（様式第１

号）を当該講習を受講しようとする教習所の所在地を管轄する警

察署を経由して公安委員会に提出するものとする。この場合にお
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（実施結果の報告）

第８条 受託者は、特定任意高齢者講習を実施したときは、速やか

に実施結果を公安委員会に報告するものとする。報告した内容に

変更があった場合も、同様とする。

（特定任意高齢者講習終了証明書の交付の申出）

第９条 運転免許に係る講習等に関する規則（平成６年国家公安委

員会規則第４号）第３条第１号の特定任意高齢者講習終了証明書

（以下「証明書」という。）の交付の申出は、特定任意高齢者講

習終了証明書交付申出書（様式第２号）を、申出者が受講した特

定任意高齢者講習を実施した受託者の所在地を管轄する警察署を

経由して公安委員会に提出するものとする。

第３章 雑則

（証明書 の再交付の申出）

第１０条 証明書 の交付を受けた者は、特定任意高齢者講

習 を受講した日から起算して６月以内に証明

書 を亡失又は滅失し、証明書 の再交付を受

けようとするときは、当該講習を実施した受託者の所在地を管轄

する警察署を経由して公安委員会に特定任意高齢者講習終了証明

書再交付申出書（様式第３号）

を提出して申し出なければならない。

（補則）

第１１条 この規則に定めるもののほか、特定任意高齢者講習

の実施に関し必要な事項は、警察本部長が定める。

様式第１号（第７条関係）

いて、簡易講習を受講しようとする者は、当該申請書に確認書を

添付しなければならない。

（特定任意高齢者講習終了証明書の交付の申出）

第９条 講習に関する規則第３条第２号

の特定任意高齢者講習終了証明書

（以下「証明書」という。）の交付の申出は、特定任意高齢者講

習終了証明書交付申出書（様式第２号）を特定任意高齢者講習を

受講した教習所 の所在地を管轄する警察署を

経由して公安委員会に提出するものとする。

第３章 チャレンジ講習

（チャレンジ講習受講申請書の提出）

第１０条 チャレンジ講習を受講しようとする者は、チャレンジ講習

受講申請書（様式第３号）を当該講習を受講しようとする教習所

の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会に提出しなけれ

ばならない。

（講習の科目及び内容）

第１１条 チャレンジ講習の講習科目は、事前説明、模範走行、実車

走行、講評その他必要と認める科目とする。

２ 実車走行の課題及び内容は、次の表のとおりとする。

（確認書の交付）

第１２条 公安委員会は、一般課題及び特別課題の運転結果から判断

して、加齢に伴って生ずる身体の機能の低下が自動車等の運転に

影響を及ぼしていないと認められた者に対し、確認書を交付する

ものとする。

第４章 雑則

（証明書等の再交付の申出）

第１３条 証明書又は確認書の交付を受けた者は、特定任意高齢者講

習又はチャレンジ講習を受講した日から起算して６月以内に証明

書又は確認書を亡失又は滅失し、証明書又は確認書の再交付を受

けようとするときは、当該講習を受講した教習所の所在地を管轄

する警察署を経由して公安委員会に特定任意高齢者講習終了証明

書（チャレンジ講習受講結果確認書）再交付申出書（様式第４

号）を提出して申し出なければならない。

（補則）

第１４条 この規則に定めるもののほか、特定任意高齢者講習及びチ

ャレンジ講習の実施に関し必要な事項は、警察本部長が定める。

様式第１号（第８条関係）

特定任意高齢者講習受講申請書

省略

特定任意高齢者講習
（シニア運転者講習）

受講申請書
（簡 易 講 習）

省略

省略 省略

受 講 場 所 受講教習所名

省略 省略

注１・２ 省略

３ 省略

様式第２号（第９条関係）

注１・２ 省略

３ 簡易講習の受講を希望する者は、チャレンジ講習受講結

果確認書を添付すること。

４ 省略

様式第２号（第９条関係）
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様式第３号を次のように改める。

省略 省略

受 講 年 月 日 講 習 年 月 日

受 講 場 所
受講した指定自動

車 教 習 所 の 名 称

講 習 担 当 責 任 者

の 職 及 び 氏 名

講 習 担 当 責 任 者

の 職 及 び 氏 名 �

注 省略 注 省略
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様式第３号（第１０条関係）
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様式第４号を削る。

（認知機能検査員講習の実施に関する規則の一部改正）

第５条 認知機能検査員講習の実施に関する規則（平成２１年愛媛県公安委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（認知機能検査の実施に関する規則の一部改正）

第６条 認知機能検査の実施に関する規則（平成２１年愛媛県公安委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この規則は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９７条

の２第１項第３号イ若しくはロ若しくは第５号、第１０１条の４第

２項又は第１０１条の７第１項の規定に基づく認知機能検査（以下

「認知機能検査」という。）及び運転免許取得者等検査の実施に

必要な技能及び知識に関する講習（以下「認知機能検査員講習」

という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

（認知機能検査員講習の項目等）

第３条 認知機能検査員講習の項目、内容及び時間は、次の表のと

おりとする。

（趣旨）

第１条 この規則は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９７条

の２第１項 第３号 イ 、第１０１条 の４第

２項又は第１０１条の７第１項の規定に基づく認知機能検査（以下

「認知機能検査」という。） の実施に

必要な技能及び知識に関する講習（以下「認知機能検査員講習」

という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

（認知機能検査員講習の項目等）

第３条 認知機能検査員講習の項目、内容及び時間は、次の表のと

おりとする。

項目 内容 時間 項目 内容 時間

省略 省略

高齢運

転者対

策の概

要

１・２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

省略 高齢運

転者対

策の概

要

１・２ 省略

３ 認知機能検査の結果に基づく高齢者講習

４ 省略

５ 省略

６ 省略

省略

認知機

能検査

の実施

方法

１～３ 省略

４ 認知機能検査の模擬実施（ロールプレイン

グ）

１５０分 認知機

能検査

の実施

方法

１～３ 省略

４ 認知機能検査の模擬実施

１８０分

改 正 後 改 正 前

認知機能検査等の実施に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号。以下

「法」という。）第９７条の２第１項第３号イ若しくはロ若しくは

第５号、第１０１条の４第２項又は第１０１条の７第１項の規定に基づ

く認知機能検査（以下「認知機能検査」という。）及び運転免許

取得者等検査（以下「認定認知機能検査」という。）（以下「認

知機能検査等」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるも

のとする。

（検査の実施）

第２条 法第１０８条第１項の規定により、道路交通法施行規則（昭

和３５年総理府令第６０号。以下「施行規則」という。）第３１条の４

の２の公安委員会が認める法人（以下「受託法人」という。）に

認知機能検査の実施を委託することができる。

２ 法第１０８条の３２の３第１項の認定を受けた者（以下「被認定

者」という。）は、認定認知機能検査を実施するものとする。

（実施計画の提出）

第３条 認知機能検査を実施しようとする受託法人及び認定認知機

認知機能検査の実施に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号。以下

「法」という。）第９７条の２第１項第３号イ

、第１０１条の４第２項又は第１０１条の７第１項の規定に基づ

く認知機能検査（以下「検査 」という。）

の実施に関し、必要な事項を定めるも

のとする。
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能検査を実施しようとする被認定者は、事前に実施計画を公安委

員会に提出するものとする。提出した内容に変更があった場合

も、同様とする。

（検査の連絡事項）

第４条 法第１０１条の４第５項第２号の規定による認知機能検査等

に係る事務の円滑な実施を図るため、認知機能検査等に関する通

知書に記載することが必要な事項は、検査内容、携行品及び検査

上の注意事項とする。

（検査結果の報告）

第５条 認知機能検査を実施した受託法人及び認定認知機能検査を

実施した被認定者は 、速やかに、検査結果を公安

委員会に報告するものとする。報告した内容に変更があった場合

も、同様とする。

（検査結果の交付の申出等）

第６条 施行規則第２６条の３第２項の規定による認知機能検査結果

に係る書類の交付の申出は、認知機能検査等結果通知書交付申出

書（様式第１号）を、申出者が受検した認知機能検査を実施した

受託法人の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会に提出

して行うものとする。

２ 前項の申出を受けた公安委員会は、申出者に対し、認知機能検

査結果に係る書類を交付するものとする。

３ 運転免許取得者等検査の認定に関する規則（令和４年国家公安

委員会規則第８号）第９条第１号の規定による認定認知機能検査

結果に係る書類の交付の申出は、認知機能検査等結果通知書交付

申出書を、申出者が受検した認定認知機能検査を実施した被認定

者に提出して行うものとする。

４ 前項の申出を受けた被認定者は、申出者に対し、認定認知機能

検査結果に係る書類を交付するものとする。

（検査結果に係る書類の再交付の申出）

第７条 前条第２項又は第４項の規定による交付を受けた者は、当

該交付に係る書類を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損し、当該

書類の再交付を受けようとするときは、認知機能検査を受検した

ものにあっては公安委員会に、認定認知機能検査を受検したもの

にあっては当該認定認知機能検査を実施した被認定者に認知機能

検査等結果通知書再交付申出書（様式第２号）を提出して申し出

なければならない。

２ 前項の規定による申出（認知機能検査結果に係るものに限

る。）は、再交付の申出をしようとする者の住所地を管轄する警

察署を経由することができる。

（補則）

第８条 この規則に定めるもののほか、認知機能検査等の実施に関

し必要な事項は、警察本部長が定める。

様式第２号（第７条関係）

（検査結果の報告）

第２条 法第１０８条第１項の規定により公安委員会の委託を受けて

検査を実施する法人は、検査終了後、速やかに、検査結果を公安

委員会に報告するものとする。報告した内容に変更があった場合

も、同様とする。

（検査結果の通知）

第３条 公安委員会は、検査を受検した者に対し、検査結果を通知

するものとする。

（検査結果の通知に係る書面の再交付）

第４条 前条 の規定による通知を受けた者は、当

該通知に係る書面を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損し、当該

書面の再交付を受けようとするときは、公安委員会に認知機能検

査結果通知書再交付申出書（別記様式）

を提出して申し出

なければならない。

（補則）

第５条 この規則に定めるもののほか、検査 の実施に関

し必要な事項は、警察本部長が定める。

別記様式（第４条関係）

認知機能検査等結果通知書再交付申出書

省略

殿

認知機能検査結果通知書再交付申出書

省略

愛媛県公安委員会 殿

省略 省略

受検年月日 検査年月日

省略 省略

注 受検場所欄は、認定認知機能検査を受検した場合には、記

載を省略することができる。
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附則の次に次の１様式を加える。
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様式第１号（第６条関係）



愛 媛 県 報令和４年５月１０日 第３０５号

４７２

��������������

（認知機能検査員審査の実施に関する規則の一部改正）

第７条 認知機能検査員審査の実施に関する規則（平成２２年愛媛県公安委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、令和４年５月１３日から施行する。

�愛媛県公安委員会規則第６号
運転技能検査等の実施に関する規則を次のように定める。

令和４年５月１０日

愛媛県公安委員会委員長 五 葉 明 徳

運転技能検査等の実施に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号。以下「法」という。）第９７条の２第１項第３号イ若しくはハ若しくは第５号又

は第１０１条の４第３項の規定に基づく運転技能検査（以下「運転技能検査」という。）及び運転免許取得者等検査（以下「認定運転技能

検査」という。）（以下「運転技能検査等」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

（検査の実施）

第２条 法第１０８条第１項の規定により、道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号。以下「施行規則」という。）第３１条の４の２の

公安委員会が認める法人（以下「受託法人」という。）に運転技能検査の実施を委託することができる。

２ 法第１０８条の３２の３第１項の認定を受けた者（以下「被認定者」という。）は、認定運転技能検査を実施するものとする。

（実施計画の提出）

第３条 運転技能検査を実施しようとする受託法人及び認定運転技能検査を実施しようとする被認定者は、事前に実施計画を公安委員会に

提出するものとする。提出した内容に変更があった場合も、同様とする。

（検査の連絡事項）

第４条 法第１０１条の４第５項第３号の規定による運転技能検査等に係る事務の円滑な実施を図るため、運転技能検査等に関する通知書に

記載することが必要な事項は、検査内容、携行品及び検査上の注意事項とする。

（検査結果の報告）

第５条 運転技能検査を実施した受託法人及び認定運転技能検査を実施した被認定者は、速やかに検査結果を公安委員会に報告するものと

する。報告した内容に変更があった場合も、同様とする。

（検査結果の交付の申出等）

第６条 施行規則第２６条の５第６項の規定による運転技能検査結果に係る書類の交付の申出は、運転技能検査等受検結果証明書交付申出書

（様式第１号）を、申出者が受検した運転技能検査を実施した受託法人の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会に提出して行う

ものとする。

２ 前項の申出を受けた公安委員会は、申出者に対し、運転技能検査結果に係る書類を交付するものとする。

３ 運転免許取得者等検査の認定に関する規則（令和４年国家公安委員会規則第８号）第９条第２号の規定による認定運転技能検査結果に

係る書類の交付の申出は、運転技能検査等受検結果証明書交付申出書を、申出者が受検した認定運転技能検査を実施した被認定者に提出

して行うものとする。

４ 前項の申出を受けた被認定者は、申出者に対し、認定運転技能検査結果に係る書類を交付するものとする。

（検査結果に係る書面の再交付の申出）

第７条 前条第２項又は第４項の規定による交付を受けた者は、当該交付に係る書類を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損し、当該書類の

再交付を受けようとするときは、運転技能検査を受検したものにあっては公安委員会に、認定運転技能検査を受検したものにあっては当

該認定運転技能検査を実施した被認定者に運転技能検査等受検結果証明書再交付申出書（様式第２号）を提出して申し出なければならな

い。

２ 前項の規定による申出（運転技能検査結果に係るものに限る。）は、再交付の申出をしようとする者の住所地を管轄する警察署を経由

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この規則は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９７条

の２第１項第３号イ若しくはロ若しくは第５号、第１０１条の４第

２項又は第１０１条の７第１項の規定に基づく認知機能検査（以下

「認知機能検査」という。）及び運転免許取得者等検査の実施に

必要な技能及び知識に関する審査（以下「認知機能検査員審査」

という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

（趣旨）

第１条 この規則は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９７条

の２第１項 第３号 イ 、第１０１条 の４第

２項又は第１０１条の７第１項の規定に基づく認知機能検査（以下

「認知機能検査」という。） の実施に

必要な技能及び知識に関する審査（以下「認知機能検査員審査」

という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
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することができる。

（補則）

第８条 この規則に定めるもののほか、運転技能検査等の実施に関し必要な事項は、警察本部長が定める。

附 則

この規則は、令和４年５月１３日から施行する。
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様式第１号（第６条関係）
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様式第２号（第７条関係）

令和４年５月１０日 発行




